
 - 1 -

平成26年度 第１回 島田市環境審議会議事録 

 

 

１．日 時：平成26年11月４日（火） 午後13時30分～14時40分 

２．会 場：島田市プラザおおるり１階 第１会議室 

３．出席者：＜委員＞ 

      平井(委員長)、仲安（副委員長）、内藤、池谷、大石、河村、髙橋、鈴木、大石、

奥谷、小柳、市川【欠席：白瀧、片川】 

      ＜事務局＞ 

      伊藤くらし環境部長、栗原課長、新井係長、鈴木主査、櫻井主事、髙本主事 

４．開 会 

環境課長 

 

５．委員挨拶（交代委員） 

 

６．会長挨拶 

 

７．審議事項 

 （１）島田市環境報告書（平成26年度版）（案）について  

 担当ごとに全て説明を行った後に質疑応答。資料の説明は省略。 

質疑応答 

 

（委員） 

第３章の環境基本計画の取組が目標値に対しての進捗状況がもう少し判るような工夫をす

れば市民が見たときに分かるようになる。 

 

（会長） 

各項目ごとの達成状況を少し示せればと思う。他市では、達成度を矢印等で図示している

ところもある。 

 

（事務局） 

何か判り易くなるような表示方法を考えてみたい。 

 

（会長） 

ＰＤＣＡで１年実施しているので、年度ごとの状況は見えてくる。 

 

（委員） 
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これは目標に対して限度であるとか、まだ伸びているのか状況が少しでも分かればと思った。 

 

（会長） 

そこら辺の検討をお願いします。 

 

（事務局） 

既に目標達成している目標だけでなく目標達成が困難な場合にも、またお諮りさせていた

だきたい。 

 

（会長） 

他の自治体では、改定の５年を待たずに、３年で変えているところもあり審議会に諮り修

正していけばいい。 

 

（事務局） 

ＣＯ

２

係数は、全国的な話で3.11以降、跳ね上がっている中で、再考する時期はくると思う。

その辺も併せてお諮りさせてもらうかも知れない。 

 

（委員） 

その事は重要。努力目標としては電気量自体は増えているが系数が実数で扱うと幾ら、固

定数で扱うと幾ら、県も見直しを行っているがそこら辺をしっかり書かないといけない。見

る人がどういう系数で見ているか判るようにした方がいい。 

 

（事務局） 

最近、施設見学者の意識も強くて、この係数は何を使っているのかという質問がある位なの

で、そこら辺も今後、考慮していきたい。 

 

（委員） 

２７Ｐの水質結果は、河川累計が入り判り易くなったと思うが、平均値の記載なので、記

載されている環境基準値を見比べるた場合には75％値となるので、どうかと思った。 

また、Ｐ２８の値には、河川累計が表示されていないので、ぱっと見た時に判らないので、

また今後考えてもらいたい。 

 

（事務局） 

比較の場合、厳密７５％値になる。島田市は、年４回しか水の測定をしていない。県は毎

月行っていて７５％値、市は予算の都合もあり年４回。その辺りをどうしたらいいかという

事もある。それでは平均値でいいのかという事もあるがここで結論を出すのは難しい。市民

にとって判り易い見せ方がどういうものになるのか今後の検討課題とさせて頂く。Ｐ２８に
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ついては累計の区別が判るよう工夫してみたい。 

 

（事務局） 

本事業は、平成２６年度予算で５００万円使っている。県レベルの話では拡大する。予算

状況も考慮した中で考えていきたい。 

 

（委員） 

予算の問題は県も同じ。Ｐ２６の類型とＰ２７の平均値については、累計のところに少し、

年４回の測定とか、平均値を表しているとか、コメントを加えれば良いと思う。 

 

（会長） 

その辺りを少し検討して下さい。 

 

（委員） 

改正フロン法が施行、施行される中で今後、漏洩量の報告等が事業者に義務化される事も

あり、現状に合わせて目標を設定していく必要があるのではないか。 

 

（会長） 

ＩＰＣＣで定められている６品目に加え、フロンも加えるべきということか？ 

二酸化炭素は、排出係数は少ないが排出量は多いのでＣＯ

２

に特化した議論になっているが、

フロンという概念も法律が変わってきて温室効果が大きいのでそこら辺を加え検討すべきと

いう事ですね。 

 

（委員） 

島田市の実態を理解していないので判らないが、もしかしたらそういう工場がなければ割

合は低いし、そこら辺を検討すればと思う。 

 

（会長） 

島田市としての立ち位置をまた研究しておいて下さい。 

 

（委員） 

工場進出による騒音や、河川への影響、大気汚染等の問題も考えられる。環境測定等は行

ってもらえるのか。 

 

（事務局） 

公害は特異なケースがあれば、全市的に対応する。 
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（委員） 

工場がくるから心配だという事ではなく何かあった時にお互いに納得できるよう測定して

おけばと思う。 

 

（事務局） 

そのような場合、おそらく環境保全協定を締結していく事になるのではないかと思われる。

協定では細かく多項目で環境測定を実施している。 

 

（会長） 

市と環境保全協定を行い、その中で上乗せ基準を定めていくことになるのですね。 

会議の予定時間が来たので、これで審議を終わります。 

他に気が付いた点があったら１～２週間位の間に市の方へ言って下さい。 

また、細かい修正等があったら会長、副会長を含めた事務局の一任という形でお願いしま

す。 

 

（委員） 

了解 


